
○
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す

る
寄
附
金
を
指
定
す
る
件

〔
昭
和
四
十
年
四
月
三
十
日

大
蔵
省
告
示
第
百
五
十
四
号
〕

〔
最
終
改
正

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

財
務
省
告
示
第
九
十
三
号
〕

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法

人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
昭
和
四
十

年
四
月
一
日
以
後
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
か
ら
適
用
す
る
。
な
お
、
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
計
算
上
損
金

に
算
入
す
る
寄
附
金
を
指
定
す
る
告
示
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
大
蔵
省
告
示
第
五
百
十
号
。
以
下
「
旧
告
示
」
と

い
う
。
）
及
び
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
計
算
上
損
金
に
算
入
す

る
寄
附
金
を
指
定
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
大
蔵
省
告
示
第
八
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
旧

告
示
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
寄
付
金
で
当
該
寄
付
金
に
つ
き
大
蔵
大
臣
の
定
め
た
期

間
が
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
を
こ
の
告
示
第
二
号
又
は
第
三
号

の
規
定
に
よ
り
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
期
間
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
寄
付
金
と
み
な
す
。

一

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
若
し
く

は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
同
法
第
二
十
二
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
全
額
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
独

立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
全
額
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
同
法
第
二
十

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
に
規
定
す
る
設
置
及
び
管
理
に
限
る
。
）
に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
全
額

一
の
二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
含
む
。
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
又
は
学
校
教
育
法
第

百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
以
下
「
専
修
学
校
」
と
い
う
。
）
で
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
（
同
法
第
百
五
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
を
含
む
。
以
下
「
学
校
法
人
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
も
の
の
校
舎
そ
の
他
附
属
設
備
（
専
修
学

校
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
高
等
課
程
、
専
門
課
程
又
は
専
攻
科
の
課
程
の
教
育
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
受
け
た
災
害
に
よ
る
被
害
の
復
旧
の
た
め
に
当
該
学
校
法
人
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
の
全

額イ

学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
課
程
（
そ
の
修
業
期
間
（
普
通
科
、
別
科
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
区
別
さ
れ
た
課
程
が
あ
り
、
一
の
課
程
に
他
の
課
程
が
継
続
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

課
程
の
修
業
期
間
を
通
算
し
た
期
間
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
ず
る
授
業
時
間
数
が
二
千
時
間
以
上
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
高
等
課
程
」
と
い
う
。
）

ロ

学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
又
は
同
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
専
攻
科
の
課
程
（
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
修
業
期
間
を
通
ず
る
単
位
数
が
六
十
二
単
位
以
上
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
専
門
課
程
等
」
と
い
う
。
）

二

学
校
（
学
校
の
う
ち
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特

別
支
援
学
校
の
行
う
教
育
に
相
当
す
る
内
容
の
教
育
を
行
う
学
校
教
育
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

各
種
学
校
で
そ
の
運
営
が
法
令
等
に
従
つ
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
教
育
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由

が
あ
る
も
の
と
所
轄
庁
（
私
立
学
校
法
第
四
条
に
規
定
す
る
所
轄
庁
を
い
う
。
）
が
文
部
科
学
大
臣
と
協
議
し

て
認
め
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
設
置
後
相
当
の
年
数
を
経
過
し
て
い
る
も
の
又
は
学
校
を
設
置
し
て
い
る
学
校

法
人
の
設
置
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
専
修
学
校
で
学
校
法
人
が
設
置
す
る
も
の
の
敷
地
、
校
舎
そ
の
他
附

属
設
備
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
高
等
課
程
又
は
専
門
課
程
等
の
教
育
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
充
て
る
た
め
に
当
該
学
校
法
人
に
対
し
て
さ
れ
る
寄
附
金
（
前
号
に
該
当
す
る
寄
附
金
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
当
該
学
校
法
人
が
当
該
寄
附
金
の
募
集
に
つ
き
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
財
務
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
支
出
さ
れ
た
も
の
の
全
額

二
の
二

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
、
学
校
法
人
が
設
置
す
る
学
校



又
は
専
修
学
校
の
教
育
に
必
要
な
費
用
又
は
基
金
（
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
高
等
課
程
又
は
専
門
課
程
等
の

教
育
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
全
額

二
の
三

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支

援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
充
て
ら

れ
る
も
の
の
全
額

三

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
国
民
経
済
上
重
要

と
認
め
ら
れ
る
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
研
究
法
人
」
と
い
う
。

）
の
当
該
試
験
研
究
の
用
に
直
接
供
す
る
固
定
資
産
の
取
得
の
た
め
に
当
該
研
究
法
人
に
対
し
て
さ
れ
る
寄
附

金
で
あ
つ
て
、
当
該
研
究
法
人
が
当
該
寄
附
金
の
募
集
に
つ
き
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
財
務
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
支
出
さ
れ
た
も
の
の
全
額
（
当
該
試
験
研
究
の
成
果
又
は
当

該
試
験
研
究
に
係
る
施
設
を
特
に
利
用
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四

各
都
道
府
県
共
同
募
金
会
に
対
し
て
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
内
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
、
当
該
各
都
道
府
県
共
同
募
金
会
が
当

該
寄
附
金
の
募
集
に
つ
き
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
全
額

四
の
二

社
会
福
祉
事
業
若
し
く
は
更
生
保
護
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
、
建
物
及
び
機
械
そ
の
他
の
設
備
の

取
得
若
し
く
は
改
良
の
費
用
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
経
常
的
経
費
又
は
社
会
福
祉
事
業
に
係
る
民
間
奉
仕
活

動
に
必
要
な
基
金
に
充
て
る
た
め
に
中
央
共
同
募
金
会
又
は
各
都
道
府
県
共
同
募
金
会
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た

寄
附
金
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
額

五

日
本
赤
十
字
社
に
対
し
て
毎
年
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
、
日
本
赤

十
字
社
が
当
該
寄
附
金
の
募
集
に
つ
き
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
全
額


